
使いやすくなった？ 特別控除 

 被相続人（故人）の居住の用に供してい

た家屋や敷地等を相続した相続人が、相続

開始の日から 3 年を経過する日の属する年

の 12 月 31 日までに、一定の要件を満たし

てその家屋や敷地等を譲渡した場合に、譲

渡所得から 3,000 万円を特別控除する、い

わゆる「空き家の 3,000 万円控除」ですが、

令和 5 年度の税制改正で、令和 6 年 1 月 1

日以降に行う譲渡については、一部要件等

の変更がありましたので、おさらいしてみ

ましょう。 

 

主な要件は変わらず 

 特例対象になる「家屋」および「敷地等」

については、大きな変更はありません。大

まかな要件としては 

①昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された家

屋 

②区分所有建物登記がされている建物でな

い 

③相続開始の直前に被相続人以外に居住し

ていた人が居ない（ただし被相続人が要介

護認定を受けて老人ホーム等に入所してい

たなど、一定の要件を満たしていれば OK） 

④売った人が相続または遺贈により取得し

たもの 

⑤相続から譲渡までに事業や貸付または居

住の用に供されていたことがない 

⑥売却代金が 1億円以下 

⑦一定の耐震基準を満たすものか、被相続

人居住用家屋の全部の取壊しをした後に敷

地を売却する（令和 5年までの要件） 

⑧他の特例を使用していない 

等です。 

 

令和 6 年 1 月 1 日からの変更点 

 今までは耐震基準を満たしていない場合

は、耐震改修を行うか、取壊した後に譲渡

しなければなりませんでしたが、令和 6 年

1 月 1 日以降の譲渡については、そのまま

売却しても、譲渡後に買主が譲渡の日の属

する年の翌年 2 月 15 日までに耐震改修も

しくは取壊しを行った場合でも、適用され

ることになりました。 

 また、譲渡所得の金額から 3,000 万円の

控除については、相続人の数が 3 人以上の

場合は 1 人あたり 2,000 万円の控除になり

ました。 
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空き家の譲渡所得の 

3,000万円特別控除 

提出書類に市区町

村から交付される

「被相続人居住用

家屋等確認書」が

必要です。 


